
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要
綱

一

地
方
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
当
た
っ
て
の
措
置
に
関
し
、
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
の
実
施
等
に
よ
り
、
財
政
に
よ
る
機
動

的
対
応
が
可
能
と
な
る
中
で
、
我
が
国
経
済
の
需
要
と
供
給
の
状
況
、
地
方
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
よ
る
経
済
へ
の
影
響
等

を
踏
ま
え
、
成
長
戦
略
並
び
に
事
前
防
災
及
び
減
災
等
に
資
す
る
分
野
に
資
金
を
重
点
的
に
配
分
す
る
こ
と
な
ど
、
我
が
国

経
済
の
成
長
等
に
向
け
た
施
策
を
検
討
す
る
と
す
る
こ
と
。

（
新
附
則
第
十
九
条
第
二
項
関
係
）

二

地
方
消
費
税
率
の
引
上
げ
の
規
定
の
施
行
に
関
し
、
経
済
状
況
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
上
で
、
そ
の
施
行
の
停
止
を
含

め
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
一
の
措
置
を
踏
ま
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。(

新
附
則
第
十
九
条
第
三
項
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


